
Ø 国の学校給食費の抜本的な負担軽減（いわゆる給食無償化）の対応を受けて、

小学校給食費の無償化を実施します。

Ø 中学校の給食費については、令和７年度同様に公費支援を継続し、
保護者負担を一食当たり５０円軽減します。

●令和８年度給食費負担額（一食当たり）

＜連絡先 尾張旭市教育委員会学校教育課 TEL０５６１－７６－８１７６＞

本来の給食費 保護者負担額

小学校 ３００円 ０円 ※無償化

中学校 ３４０円 ２９０円（△５０円）

保護者の皆様へ

令和８年度の給食費について

上記の内容については、令和８年尾張旭市議会３月定例会にて議決を得た後、

正式に決定します。


